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し，発注者最高裁判

（以下「受注者」 と

信義に従い誠実にこ

爾瀞糎芽欝澤懲悪熟鯉禮職
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いう｡ ‘ ） とは，次の条項及び別紙仕様書により請負梨鞄を締結し鼠信身
， .:, ｡． ：篭昌, ‘ ． L 1，しふ

れを履行するものとする｡ 蕊‘ :: ; }聯’
(業務の名称,場所等） 報
第1条業務の名称，場所期間及び請負代金は，次のとおりとする。

（1） 名 称最高裁判所庁舎設備運転管理業務 i :幸:､《:
(2) 場 所東京都千代田区隼町4番2号最高裁判所

（3） 期 間令和2年4月1日から令和3年3月.31日まで

（4） 請負代金金128， 575， ‐700円 ：
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(うち消費税及び地方消費税額金11，~688， 700円）
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（秘密の保持）

第12条受注者（その代理人及I

事項を他に漏らしてはならない。

(その代理人及び使用人を含む。 ）は， この業務について秘密とされた

1



この契約の証として，本書2通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自こ

れを保有する｡’

令和2年4月丘： 日

発注者 東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長笠井

●

之

受注者 愛知県名古屋市名東区照が丘.239番2

日本空調サ畠ビス株式会社

代表取締役由中洋二
、

I

受注者代理人東京都江東区潮見二丁目1番7号

日本空調サービス株式会社"FM管理部

取締役執行役員FM管理部長渡邊 一

、
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’

契約書
〆

最高裁判所エレベー‘ター等設備保守(以下「業務」という。 ）に関し, ､発注者最高

裁判所（以下「発注者」という。 ） と受注者ジャパンエレベーターサービス城南株

式会社（以下「受注者」 という。 ） ；とは，次の条項及び別紙仕様書により請負契約を締

Ｉ
一
『

靹
一
・
１
－

毒
霜
琶
一
・

‐
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
ｈ
０
Ⅱ
ト
ー
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｂ
Ｉ
凸
１
日
０
Ⅱ
０
１
口
８
■
Ｉ
ｑ

結し，信義に従い誠実にこれを履行するものとする6

(業務の名称，場所等)

;1条業務の名称，場所，期間及び請負代金は,次のとおりとする。

(1) 名 称最高裁判所エレベーター等設備保守

(2) 場 所東京都千代田区隼町4番2号最高裁判所

(3)期 間令和2年4月1:日から令和3年3月31日まで

(4) 請負代金金7: ， 480， 000円

第1条

(うち消費税及び地方消費税額金680， 000円）
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9

（秘密の保持)

第12条発注者及び受注者並びにその職員，代理人及び使用人ば, この契約に際し知り
得た相手方の秘密事項を他に漏らし,又は他の目的に使用しではならない｡

2受注者は,発注者から交付された業務の対象となる書類等の保管について十分な注意を
私W内容の漏洩防止;書類等の紛失又噸失防止について万全の措置差とらなければ払い,内劣

ならない6
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I
この契約の証としてj本書2通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自こ
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口

令和2年4月1 日

｜ ，

東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長

発注者』

一混一ｬ、O■も.蕊霧

蜑睡塁、

’'笠井之
1

1
L

東京都千代田区東神田l

ソ:ｬ'パンエレベーター
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室
冒契 約

最高裁判所庁舎事務西棟設備図面の統合等業務（以下「業務」 という。 ）に
関し，発注者最高裁判所(以下｢発注者｣という｡ ） と受注者株式会社あい設
：計（以下「受注者」 とし》う･ ） とは，次の条項及び別紙仕様書により請負契約

【 ，

を締結じ，信義に従い誠実にこれを履行するものどする。

剰慧鑿鰄繍闇及び請負代“淡"と霜,とする。
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名称最高裁判所庁舎事務西棟設備図面の統合等業務

期間契約締結日から令和2年3月31日まで

請負代金（単価）

標準図面1枚当たり・ 金48,000円 (予定数量113枚）

（消費税及び地方消費税は別途) ・

予定総額

金-5.,'9616:繭 400円-（うち消費税及び地方消費税額542, ･400円タ
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（秘密の保持）

第12条受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）は， こ､の業務について秘密

とされた事項を他に漏らしてはな･らない。

〃



｛ジ

この契約の証としてj本書2通を作成'ず，発注者及び受注者が記毛押印の上，
各自これを保有する｡
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令和元年11月19日

発注者 東京都･千代田区隼町4番2号，

最高裁判所

支出負担行為担当官
最高裁判所事務総局経理局長 笠井
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ロ

広島県広島市東区上大須賀町r0－16

株式会社あし穣計

代表取締役清水慶典‘‐

受 注者

一

都江東区亀戸2丁目26
式会社あい設計東京支

会

京

受注者代理人 京
株
支

東 立花亀戸ピル4.F－10

社 隆
〆

長 山 田
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工事請負契約書

1 工事名 最高裁庁舎エレベーター設備改修工事

2 工事場所 東京都千代田区隼町4－2

3 工 期 契約日の翌日から

令和3年3月31日まで

4請負代金額金183, 700, 000円 ．

‐ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金16, 700, OOo円）

5契約保証金金18, 370, 000円

6解体工事に要する費用等別紙のとおり

上記の工事について,発注者と受注者は，各々の対等な立場における合意に基づいて，

次の条項によって公正な請負契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものとす

る。ただし， この契約においては，第37条ないし第41条を適用しない。

I

（総則）

第’条発注者及び受注者は， この契約書（頭書を含む。以下同じ｡ ）に基づき，設計図

書（別冊の図面，仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう｡以下同

じ。 ）に従い， 日本国の法令を遵守し， どの契約（この契約書及び設計図書を内容とす

る工事の請負契約をいう。 .以下同じ6 ‘)を履行しなければならない。

2受注者は，契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に

引き渡すものとし,発注者は，その請負代金を支払うものとするd "

3仮設，施工方法その他工事目的物を完成するために必要･な一切の手段（以下『施工方

法等」 という。 ）については， この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除

きi受注者がその責任において定める。

4受注者は， この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約書に定める催告，請求,通知，報告， 申出，承諾及び解除は，書面により行

わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は, 日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は， 日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は，設計図書に特別

の定めがある場合を除き，計量法（平成4年法律第51号）に定めるものとする。

←

！

1

1



9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては，民法(明治29年法律第8
9号)及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。
10 この契約は， 日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟についてば， 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁
判所とする6

12受注者が共同企業体を結成している場合においては，発注者は， この契約に基づく
すべての行為存共同企業体の代表者に対して行うものとし，発注者が当該代表者に対し
て行ったこの契約に基づくすべての行為は， 当該企業体のすべての構成員に対して行っ
たものとみなし，また，受注者は，発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為

１
１

について当該代表者を通じて行わなければならない。
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～

本契約の証として本書2通を作成し,･発注者及び受注者が記名押印の上，各自1通を保
有する。

令和2年5月26日

発 注者東京都千代田区隼町4番2号

｡ _･瀞雪壼…
三菱電機ビルテクノサービス株式会社

代表取締役。 林 美克

受注者代理人
､

東京都荒川区荒川7－1

三菱電機ビルテクノサー

取締役支社長．

－19－1

サービス株式会社首都圏

宇和川慎

1

27



(別紙)

1．分別解体等の方法

物に係る新築工事等（新築． 参繕・模様

2．解体工事に要する費用（直接工事費） 331,755円（税抜き）

3．再資源化等をする施設の名称及び所在地

4＄再資源化等に要する費用（直接工事費） 15ｳ880円（税抜き）

’

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程

e p

①造成等

②基礎．
基礎ぐい

③上部構造部分．

外装

④屋根

■ ●

⑤建築設備．
内装等

⑥その他
（ ）

作業内容

造成等の工事
口有 ■無

基礎・基礎ぐいの工事
口有 ■無

上部構造部分9外装の工事
口有 ■無

屋根の工事

口有 ■無

建築設備･内装等の工事
■有 口無

その他の工事

口有 ■無

分別解体等の方法(※）

口手作業

口手作業・機械作業の併用
●●

口手作業

口手作業・機械作業の併用
●

〃

口手作業

口手作業・機械作業の併用

口手作業
口手作業・機械作業の併用

■手作業

口手作業・機械作業の併用

口手作業

口手作業9機械作業の併用

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地
e

コンクリート ●
● 建設㈱ 東京都足立区小台25-11
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1

工事
華
雨 負契約書

1 工事名 最高裁庁舎機械設備改修工事

2工事場所 東京都千代田区隼町4－2

3 工 期 契約日の翌日から

令和2年3月9日まで

i
4請負代金額金159， 500， 000円

． ． （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金14， 500， 000円）

5契約保証金金15， 950， 000円

6解体工事に要する費用等別紙のとおり

上記の工事について，発注者と受注者は，各々の対等な立場における合意に基づいて》
次の条項によって公正な請負契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものとす
る。ただし， この契約においては，第37条ないし第41条を適用しない。

’

’
1

（総則）

第1条発注者及び受注者は,､この契約書（頭書を含む。以下同じ。 ）に基づき,設計図
書(別冊の図面，仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう6以下同
じ6. ） ．に従い， 日本国の法令を遵守し， この契約（この契約書及び設計図書を内容とす
る工事の請負契約をいう｡･以下同じ｡）を履行しなければならないb
2受注者は，契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し，工事目的物を発注者に
引き渡すものとし，発注者はjその請負代金を支払うものとする。
3仮設，施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方
法等」 という。 ）につい軍は， この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除f ‐

き，受注者がその責任において定める。

4受注者は， この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない． ，0

5 この契約書に定める請求，通知,報告,申出，承諾及び解除は，書面により行わなけ
ればならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は，日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は， 日本円とする。

1
’



8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は，設計図書に特別
の定めがある場合を除き，計量法（平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては，民法（明治29年法律第8
9号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする｡
1o この契約は, ･日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については, 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁
判所とする。

'2受注者が共同企業体を結成している場合においては;諾注者ばこの契約に基づく
士べての行為を共同企業体の代表者に対して行う.ものとし，発注者が当該代表者に対し
て行ったこの契約に基づくすべての行為は， 当該企業体のすべての構成員に対して行っ
たものとみなし，また，受注者は，発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為
について当該代表者を通じて行わなければならない．

2
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本契約の証として本書2通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自1通を保
有する。

令和元年⑨月25日

発注者 東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所 鱒諒篭
支出負担行為担当官 ‘ 7鴬: ､劃に鰯ll

：." ｡. .:: :｡-鳥 ;"|

最高裁判所事務総局経理局長 笠井之,鯵…》:』 ;《｛
＆ 一・ ・ f '. .! ; ;I： ． ､号 ． ．． ， 、
麩隼-兵:i~:･ :: Ij

.ｰ・・一℃I■■. ‘■ ＝幸い･伊

大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番25号
ダイダン株式会社

取締役社長 藤澤一郎・

受注者

■
田区

式会

執行

受注者代理人 東京都千代

ダイダン株

取締役常務 ●
5番10号
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(別紙）
麹．

1 分別解体等の方法
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工事請負契約書

1 工事名 最高裁庁舎耐震改修2期工事

2工事場所 東京都千代田区隼町型－2

3 工 期 契約日の翌日から

平成32年12月28日まで

4請負代金額金3, 499, 200, 000円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金259, 200, 000円）

5 契約保証金金349, 920, OOO円

6解体工事に要する費用等別紙のとおり

上記の工事について，発注者と受注者は，各々の対等な立場における合意に基づいて，
次の条項によって公正な請負契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものとす
る。

，また，受注者が共同企業体を結成している場合には，受注者は，特定建設工事共同企業
体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

（総則）

第1条発注者及び受注者は, この契約書（頭書を含む。以下同じ。 ）･に基づき，設計図
書（別冊の図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同
じ｡ ､）に従い’ 日本国の法令を遵守し， この契約（この契約書及び設計図書を内容とす
る工事の請負契約をいう。以下同じ。 ）を履行しなければならない。
2 受注者は’契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し，工事目的物を発注者に
引き渡すものとし，発注者は,その請負代金を支払うものとする。

3仮設’施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方
法等」 という． ）については， この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き，
受注者がその責任において定める。
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4受注者は， この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求，通知，報告， 申出，承諾及び解除は，書面により行わなけ
ればならない6

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は， 日本語とする。

1



心｡

7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は， 日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は，設計図書に特別
の定めがある場合を除き，計量法（平成4年法律第51号〉に定めるものとする。

9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては，民法（明治29年法律第S

9号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。

10 この契約は， 日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については， 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁

判所とする｡

12受注者が共同企業体を結成している場合においては，発注者は， この契約に基づく

すべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし，発注者が当該代表者に対し

て行ったこの契約に基づくすべての行為は， 当該企業体のすべての構成員に対して行っ

たものとみなし， また，受注者は，発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為

について当該代表者を通じて行わなければならない。

2



１
１

負、

本契約の証として本書2通を作成し，

有する。

発注者及び受注者が記名押印の上，各自1通を保

平成盆9年X⑪月S･1日

典

発注者住所 東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長 笠井之

一～で一口一一■一

受注者 東京都港区元赤坂1－3－1

鹿島建設株式会社

代表取締役社長

受注者代理人東京都港区元赤坂1－3－8

鹿島建設株式会社東京建築支店

副社長執行役員支店長 ：

押味至一

●天野裕
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I
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(別紙）

1．分別解体等の方法

函

(■を適用するも ）
、 4

2．解体工事に要する費用（直接工事費） 40. 92

S.再資源化等をする施設の名称及び所在地

r

4．再資源化等に要する費用（直接工事費） 349H(祝拡

建曾 普物に‘系る霧蕊工事等（新』種・堵 築・修繕・模様ラ
Ｉ
』

M

＝

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程

①造成等

②基礎．
基礎ぐぃ

③上部構造部分。
外装

④屋根

⑤建築設備。
内装等

⑥その他
（ ）

作業内容

造成等の工事
口有 ■無

基礎・基礎ぐいの工事
■有 口無

上部構造部分・外装の工事
■有 口無

● 0

屋根の工事
■有 口無

建築設備・内装等の工事
■有 口無

その他の工事
口有 口無

分別解体等の方法(※）

口手作業

口手作業・機械作業の併用

口手作業

■手作業・機械作業の併用

口手作業

■手作業・機械作業の併用

■手作業

口手作業・機械作業の併用

口手作業

■手作業・機械作業の併用

口手作業

口手作業・機械作業の併用

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

コンクリート ㈱ﾜｲｴﾑｴｺﾌｭｰﾁｬｰ 埼玉県草加市青柳2.7-45
●

木材 ㈱ﾜｲｴﾑｴｺﾌｭｰﾁｬｰ 埼玉県勤ﾛ市青柳2.7-45


